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第１章 総論 

1-1 計画改定の趣旨 

 

国は、循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形成に関する施策を進めるとともに、

平成27年９月の国連サミットで採択されたSDGs（持続可能な開発目標）に掲げられた17の目標

（ゴール）を達成できるよう様々な主体による循環型社会の形成に関する取り組みの促進に力を

入れています。また、国が令和６年に策定した第六次環境基本計画や第五次循環型社会形成推進

基本計画では、資源循環を基盤とする循環経済（サーキュラーエコノミー）を成長戦略と位置付け、

環境政策による気候変動・資源循環・経済・社会・地方創生の各分野の課題の同時解決を実現し、

将来にわたって質の高い生活を実現する方向性を示しています。 

本市においても令和元年7月に「SDGs未来都市」に採択され、環境モデル都市としての取り組

みをさらに発展させています。また、環境省の呼びかけに応じて、２０50年（令和32年）までに

CO2排出量実質ゼロを目指すゼロカーボンシティ宣言を行いました。 

本市のごみ発生量（家庭系ごみ・事業系ごみの合計）は、平成27年度の家庭系ごみの有料化に

伴い、平成26年度はかけ込みにより一時的にごみ発生量が増加しましたが、その後は減少してい

ます。新型コロナウイルス感染症の流行による外出自粛が続いた令和２年度は、家庭系ごみが増加

し、事業系ごみが大きく減少する等の変化がありましたが、以降は、ごみ減量の取り組み、人口減

少、物価高騰等の社会経済情勢の変化によりごみ発生量は減少傾向が続いています。 

「生駒市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」（令和３年６月）は策定から5年目を迎え、この間、市民

によるごみ分別・減量の取り組みの進展、人口減少や物価高騰等の影響、新型コロナウイルス感染

症の流行を契機としたテレワークの普及等のライフスタイルの変化により、ごみの発生状況に変化

が見られます。さらに、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行や、第五次循環

型社会形成推進基本計画など、循環型社会を取り巻く社会情勢も新たな局面を迎えていることか

ら、今回「生駒市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（後期計画）」（以下、「本計画」）として中間見直し

を行うものです。 

本計画では、これまでのごみ減量や資源化の成果が継続できるよう市民・事業者・行政が連携し、

一体となって循環型社会、ゼロカーボンシティの構築による持続可能な社会を目指すとともに、地

域の活性化や賑わいの創出を通じて、人と自然が共生する住みやすく活動しやすいまちづくり

を推進します。 
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図表１－１ SDGs の 17 のゴール 

 

出典：国際連合広報センター 

 

図表１－２ 国の第五次循環型社会形成推進基本計画が目指す循環型社会の将来像 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出典：環境省 資料 
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1-2 計画改定の視点 

 
5R の取り組みを通じて資源循環を進めるとともに、 

まちの活性化や課題解決に貢献する計画を目指します 
 

本市では、本計画の基本理念である「誰もが環境に配慮した行動を続けられるまち」に基づき、

５R を中心としたごみの減量、再資源化の施策を進めてきました。しかしながら、計画策定以降、

新型コロナウイルス感染症が流行し、市民や事業者の行動を一時的に大きく変える状況が発生

し、ごみ排出量の推移が不安定な状況となりました。また、社会経済状況も大きく変化し、家庭

系ごみの総量は人口減少と相まって減少しつつあるものの、１人１日あたりのごみ量は、令和６

年度は概ね目標どおりであったものの、それまでの年度毎の達成状況はバラつきが見られます。

一方、事業系ごみは、剪定枝の資源化を令和 6 年度から実施し、ごみ削減に大きく貢献していま

す。結果として、家庭系ごみと事業系ごみを合わせたごみ排出量の削減目標は、令和６年度末時

点では、概ね計画通りとなっています。 

一方、水平リサイクルや紙おむつのリサイクルは、国の計画やガイドラインにおいて、今後に普

及が求められる高度なリサイクルであり、これまでの先進地での取り組み状況を踏まえ、計画の

見直しを行う必要があります。 

また、これまでの５Ｒの取り組みとごみ組成調査の結果においては、ごみ排出量の減量が進ん

でいるものの、燃えるごみに混入している食品ロスに該当するものは依然として高い割合とな

っており、取り組みの強化が必要な状況です。また、モノの価値を維持しごみにせずに使い続け

るリユース・リペア意識も更に市民に浸透していく必要があります。 

本市では、市民や事業者が集い、交流し、地域の多様な活動が生まれる「複合型コミュニティ

（まちのえき）」づくりを進めています。本計画では、各自治会がこの「まちのえき」の形成を進め

ていくためにも、この活動のサポートや推進を積極的に実施するためにリユース市や資源回収

等の活動を実施することで、ごみ減量や資源循環を図るとともに、地域の活性化と賑わいの創

出が求められます。 

さらに、ごみ減量や資源循環の取り組みを福祉や防災等、他分野の施策とも連携させること

で、地域課題の解決や地域での支え合いの仕組みづくりにつなげ、市民や事業者と協働して効

率よく地域の課題解決を行うことが求められます。 

以上のことから、本計画は更なる分別・資源化の強化等、５Ｒの実践を通じてごみ減量や資源

循環を推進するだけでなく、地域の活性化や複合的な地域課題の解決を図る計画とします。 

 
 

「持続可能で暮らしやすいまちづくり」を推進します 

図表１－３  

見直し予定 
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1-3 計画の位置付け 

 

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という。）第6条第1項」

に基づき策定される計画であり、本市の一般廃棄物の処理に関する計画を定めるとともに、長期

的な視点に立った基本方針を示すものです。 

本計画の策定にあたっては、「第6次生駒市総合計画」及び「第3次生駒市環境基本計画」、また

国や奈良県が策定する計画と整合を図ります。 

 

図表１－４ 本計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

＊容器包装リサイクル法：容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 

  

環境基本法 

廃棄物処理法 

循環型社会形成推進基本法 

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 

その他関係法令 

第6次生駒市総合計画 
目標：令和20年度 

奈良県廃棄物処理計画 

生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

生駒市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（後期計画） 
計画期間：令和８年度から令和12年度まで 

一般廃棄物処理実施計画 
（毎年度策定） 

容器包装リサイクル法＊に基づく 

分別収集計画 

（5 年計画（3 年毎に見直し）） 

処理施設等整備に関する計画 

・循環型社会形成推進地域計画 

・処理施設等の整備に関する計画 

第3次生駒市環境基本計画 
目標：令和10年度 

広域連携事業 

・大阪湾圏域広域処理場整備事業等 
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1-4 計画目標年度 

 

本計画は、令和3年度を初年度とし、10年後の令和12年度を最終目標年度として策定した前期

計画を、中間年である令和7年度において前期計画の検証を行い、改定（中間見直し）したもので

す。 

今回の中間見直しでは、前期計画と同様に最終目標年度は引き続き令和12年度とし、これまで

の取り組み成果を踏まえつつ継続的に進捗を管理していきます。 

なお、今後、社会経済情勢や廃棄物処理・資源化に関する法律・諸制度が大きく変化した場合、

本市の実態と本計画の内容に差異が生じた場合等においては、適宜計画を見直します。 

 

図表１－５ 計画目標年度 

  

令和 

3年度 

初年度 

4年度 

 

5年度 

 

6年度 

 

 8年度 

 

9年度 

 

10年度 

 

11年度 

 

12年度 

最終目標 

          
前期計画 

後期計画 
（本計画） 
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第２章 ごみ処理に関する現状と課題 

2-1 ごみ処理に関する現状 

① 人口 

本市の令和７年の人口は約１１万６千人です。本市の人口は、平成２５年度までは増加しましたが、

その後、減少傾向となっています。 

本市の推計では、今後も人口は減少を続け、令和１２年度には約１１万４千人に減少すると見込ま

れています。 

一方、高齢者人口割合は、今後も増加が続くと見込まれています。このことから、高齢化社会が

進み、ごみ出しが困難な人や分別が困難な人が多くなることが予想されます。 

 

図表２－１ 本市の人口の推移と将来人口（予測） 

 

出典：生駒市人口ビジョン（Ｒ５改訂版） 

 

図表２－２ 本市の人口の推移と将来人口（予測） 

   

出典：生駒市人口ビジョン（Ｒ５改訂版）  
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② ごみ排出量 

ごみ排出量の推移は平成２７年度の家庭系ごみの有料化に伴い、平成２６年度はかけ込みによ

り増加しましたが、平成２７年度は減少しました。平成２８年度から令和元年度までは、おおむね横

ばいで推移しました。令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、外出自粛で家庭系ご

みが増加する一方、事業活動の制限により事業系ごみが大幅に減少しました。令和４年度以降は、

家庭系ごみ・事業系ごみともに緩やかな減少傾向です。なお、令和６年度においては、事業活動で

発生する剪定枝について、清掃センターで焼却せず、民間の資源化施設へ搬出し、バイオマスエネ

ルギーとして有効活用する取り組みを進めたことにより、事業系ごみ量が大きく減少しました。こ

うした取り組みにより、ごみの減量化とリサイクルの推進が着実に進んでいます。 

 

図表２－３ ごみ排出量の推移 
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③ 資源ごみ量・資源集団回収量 

資源ごみ量は、全体では平成２７年度の家庭系ごみ有料化を契機に増加しましたが、その後は横

ばいで令和５年度に増加したものの令和６年度は減少に転じました。 

令和６年度は品目別にみると、紙類は平成２７年度以降で最も少なく、プラスチック製容器包装

は令和５年度と比べて大きく減少しています。ペットボトルは平成２７年度以降で最も多かったで

す。 

また令和５年度から小型家電の集積所での回収を行っています。 

集団資源回収量は、平成２７年度に 3,890t と大きく増えましたが、その後は減少が続き、令和

６年度は 2,246t でした。なお令和５年度から金属（缶）を対象品目に加えました。 

 

図表２－４ 資源ごみ量の推移（家庭系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２－５ 資源集団回収量 
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古紙·古布

12.2 %

プラスチック容器包装

6.7 %

その他発生抑制·

リユース対象物

1.6 %

堆肥化可能物

36.9 %

資源化不可の物

36.1 %

従来からの古紙類

(新聞等)

2.3 %

ミックスペーパー

(雑紙)

9.8 %

古布類

0.1 %
プラスチック容器包装

(きれいな物のみ)

6.2 %
ペットボトル

0.5 %

ガラス類

0.2 %

金属類

0.7 %

その他

0.7 %手つかず食品

6.5 %

食べ残し等

10.3 %

調理くず

25.7 %
剪定枝·生け花

0.9 %

古紙·古布

12.1 %

プラスチック容器包装

10.3 %
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1.0 %
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10.2 %

古布類

0.4 %

プラスチック容器包装

(きれいな物のみ)

9.7 %

ペットボトル

0.6 %

ガラス類

0.1 %

金属類

0.6 %

その他

0.3 %

手つかず食品

7.6 %

食べ残し等

6.6 %

調理くず

25.8 %
剪定枝·生け花

0.9 %

④ 燃えるごみ組成調査の結果 

本市の燃えるごみ組成調査結果から、燃えるごみ中の資源化可能物・発生抑制可能物は、令和６

年度（図表２－６）で、分別排出により資源化可能な「古紙・古布」は約１２％、「プラスチック容器包

装」が約１０％、発生抑制が可能な「手つかず食品」は約８％、生ごみ処理器等で資源化が可能な「堆

肥化可能物」（調理くずや食べ残し等）は約３３％、それ以外の「資源化不可の物」は約３６％でした。 

令和元年度（図表２－７）と比較すると、「古紙・古布」と「資源化不可の物」は横ばい、「プラスチッ

ク製容器包装」は約４％増、「手つかず食品」は約１％増、「堆肥化可能物」（調理くずや食べ残し等）

は約４％減でした。 

この組成比を用いて、資源化対象物と発生抑制・リユース対象物の量を求めると令和６年度で約

５,５１６ｔ（約３１％）、堆肥化可能物は約５,９２５t(約３３％)であり、更なるごみ減量・資源化が必要

です。 

図表２－６ 燃えるごみ中の資源化可能・発生抑制可能物の割合（令和６年度） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表２－７ 燃えるごみ中の資源化可能・発生抑制可能物の割合（令和元年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

出典：令和元年度生駒市ごみ組成調査報告書 

出典：令和６年度生駒市ごみ組成調査報告書 

令和６年度 
家庭系可燃ごみ排出量 

17,792 ｔ/年 

令和元年度 
家庭系可燃ごみ排出量 

19,210 ｔ/年 
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⑤ 他市との比較 

本市のごみ排出量や最終処分量、資源化量を環境省の統計を用いて奈良県内の１２市と比較し

ました。 

１人１日当たりのごみ排出量と最終処分量については、本市は奈良県内 12 市の平均より少なく

なっています。 

また、１人１日当たりの資源化量については、紙類・容器包装プラともに本市は奈良県内１２市の

平均より多く、奈良市に次いで２番目です。資源化量の合計では１２市の中で本市は最も多く１番

目でした。 

令和５年度の１人１日当たりのごみ排出量を比較すると、本市は８２３g/人・日で奈良県内の１２

市中４番目の少なさです。これは、家庭系ごみの減量化や資源化の施策を実施したことと、市民、

事業者の協力によって減量された結果です。 

 

図表２－８ 奈良県内１２市とのごみ排出量・資源化量の比較（令和５年度実績） 

 

出典：令和５年度一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

  

（ｇ/人・日）

生駒市
奈良県内

１２市平均

ごみ排出量(生活系＋事業系） 823 846 4
うち、家庭系ごみ排出量（生活系-集団回収量-資源ごみ計） 471 481 3
うち、事業系ごみ排出量 195 252 3

最終処分量 64 96 2
資源化量　合計 173 126 1

うち、紙類の資源化量 90 73 2
うち、容器包装プラの資源化量 20 12 2

１２市中

の順位
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2-2 前期計画の達成状況 

（１）前期計画の概要 

前期計画の「誰もが環境に配慮した行動を続けられるまち～生駒市一般廃棄物（ごみ）処理基本

計画～」は、循環型社会、ゼロカーボンシティの構築による持続可能な社会の実現に向けて、令和3

年度から令和12年度に至る10年間のごみ減量・資源化及び適正処理の基本方針を示し、10年間

でごみ排出量を15％削減することを目標に掲げた計画です。 

 

図表２－９ 前期計画の概要 
 

基本理念 「誰もが環境に配慮した行動を続けられるまち」 
 
 

基本方針 基本方針Ⅰ すべての市民が取り組みやすい5Rの実践 

基本方針Ⅱ 環境問題全体に配慮した行動の推進 

基本方針Ⅲ 事業系ごみの減量・資源化の強化 

基本方針Ⅳ 地域コミュニティの活用 
 
 

計画目標 
 

 基準年度 

(令和元年度) 

最終目標年度 

(令和12年度) 
削減率 

ごみ排出量 33,780 ｔ 28,610 t 15.3% 

 家庭系ごみ排出量 24,759 t 20,951 t 15.4% 

事業系ごみ排出量 9,021 t 7,659 t 15.1% 
 
 

施策体系 
 

基本方針Ⅰ すべての市民が取り組みやすい5Rの実践 

 基本施策① ごみを出さない行動の推進 

 基本施策② 分かりやすい情報提供と環境教育の実施 

 基本施策③ 食品ロスの削減 

基本方針Ⅱ 環境問題全体に配慮した行動の推進 

 基本施策④ バイオマスの資源化 

 基本施策⑤ 安心・安全なごみ処理体制の構築 

基本方針Ⅲ 事業系ごみの減量・資源化の強化 

 基本施策⑥ 事業系ごみの減量に向けた取り組み 

 基本施策⑦ 事業系ごみの資源化の促進 

基本方針Ⅳ 地域コミュニティの活用 

 基本施策⑧ 複合型コミュニティを活用したごみの減量・資源化 

 基本施策⑨ すべての市民が暮らしやすいまちづくり 
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（２）前期計画の目標の達成状況 

前計画の達成状況を図表２－１０に示しました。家庭系ごみと事業系ごみを合わせたごみ排出量

は、令和６年度は３０,２３６ｔとなり、ごみ減量の取り組みに加え、人口減少や近年の物価高騰等の

影響もあり、当初目標としていた計画値を達成しました。家庭系の1人1日当たりのごみ排出量に

ついても、計画値とほぼ同水準となっています。 

事業系ごみは、令和元年度と比べ、１８.５％減で、目標を達成しています。主な要因は、事業活動

で発生する剪定枝について、清掃センターでの焼却処理を取りやめ、民間の資源化施設でバイオマ

スエネルギーとして活用したことにより、事業系ごみ量が大きく減少したことです。こうした取組に

より、ごみの減量と資源の有効利用が一層進展しています。 

 

 

図表２－１０ 前期計画の目標の達成状況 

 

  

基準年度 計画 実績 最終目標年度
R1 R12

(日) 365 365
(人) 119,281 117,875 116,819 114,078

ごみ排出量 (t/年) 33,780 31,948 30,236 28,610

（基準年比） (％) ー -5.4% -10.5% -15.3%
家庭系ごみ排出量 (t/年) 24,759 23,299 22,884 20,951

（基準年比） (％) ー -5.9% -7.6% -15.4%

事業系ごみ排出量 (t/年) 9,021 8,649 7,352 7,659
（基準年比） (％) ー -4.1% -18.5% -15.1%

燃えるごみ排出量（可燃ごみ収集分のみ） (t/年) 18,254 16,916 17,232 14,815

（基準年比） (％) ー -7.3% -5.6% -18.8%
家庭系の1人1日当たりのごみ量 (g/人・日) 567.1 541.5 539.5 503.2

（基準年比） (％) ー -4.5% -4.9% -11.3%

年間日数 366
人口

削減目標

(参考)

項目 単位 R6
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20% 20% 21% 21% 21%

26% 27% 28% 28% 28%

28% 28% 28% 27% 27%

25% 25% 24% 23% 24%
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45L

30L

15L
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（３）前期計画における基本施策の取り組み状況 

以下に、前期計画における基本施策の取り組み状況を示しました。 

 

基本方針Ⅰ すべての市民が取り組みやすい5Rの実践 
 

基本施策① ごみを出さない行動の推進 
●家庭系指定ごみ袋サイズダウンセレクト 

【具体施策】 
ごみ組成調査の結果から、燃えるごみの減量が可能な事を踏まえ、特に４５Ｌや３０Ｌの指定ご

み袋を使っている方に、ごみを減らして一つ小さなサイズの袋を使っていただくことを勧めます。 

【取り組み内容】 
・30L、45Lの大容量袋に、「サイズダウンセレクト」の考え方と5Rの内容を記載し、ごみを分別

することで燃えるごみを減らし、より小さなサイズの袋を使用することを啓発しました。 

・市ホームページに、7L、15Lサイズの小容量袋の活用を紹介する記事を掲載し、市民への周知

を図りました。 

・令和2年度と比較すると、大容量袋の使用割合はやや減少、小容量袋はやや増加しました。 

 

 

図表２－１１ 家庭系指定ごみ袋の販売実績枚数割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２－１２ 家庭系指定ごみ袋全体の販売実績枚数の推移 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

販売枚数（枚） 5,272,000 5,307,000 5,248,000 5,153,000 5,030,000 
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●リユース品の取り扱い拡大 （リユース品の引き取り基準の見直し、リユース品のオーク 

ション販売） 

【具体施策】 
清掃リレーセンターでリユース品の引き取り基準を見直し、回収量の増加を図ります。 

清掃リレーセンターで回収したリユース品をオークション形式で販売し、リユースを促進します。 

【取り組み内容】 
・清掃リレーセンターでリユース品のオークションを実施し、令和4年度以降は回数を増やして開

催しました。 

・オークションの実施により、市民が不要とした品の再利用機会を創出し、リユース意識の定着を

図りました。 

図表２－１３ オークション実施回数と取り扱い点数の推移 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

実施回数 3 4 8 7 7 

取り扱い点数 229 119 210 110 103 

 

●食器市、リユース市の拡大 

【具体施策】 
エコパーク21で実施している食器市、リユース市の拠点を拡大します。 

【取り組み内容】 
・もったいない食器市については、新型コロナウイルス感染症の影響により従来の対面型食器市

が開催できなかったことから、常設型食器市を導入し、令和3年度はエコパーク21（無人）、令

和4年度から令和6年度までは清掃リレーセンターで実施し、新たなリユースの仕組みを構築し

ました。 

・令和４年度からはイベント等で対面型食器市を再開しました（令和4年度:1回、令和5年度:1回、

令和6年度:4回）。 

・対面型食器市は、プラレール広場や市イベントと同時開催することで、多くの市民に利用いた

だき、食器のリユース促進につながりました。 

 

図表２－１４ 食器の回収量、リユース量、リサイクル量の推移 

種類 R2 R3 R4 R5 R6 

回収量(kg) 27,049 31,437 24,705 25,246 24,559 

リユース量(kg) 5,332 10,582 4,718 4,642 7,507 

リサイクル量(kg) 21,717 20,855 19,987 20,604 17,052 
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●世代別フリマアプリ活用講座の実施 

【具体施策】 
家の整理等で発生するものについて、リユースを促進するため、世代別にフリマアプリの活用

方法についての講座を実施します。 

【取り組み内容】 
・令和4年度に実施したメルカリ教室は、市民にフリマアプリの活用方法を周知し、リユースの実

践拡大につながりました。 

・令和5年度にリユースショップの協力を得て実施した断捨離セミナーは、市民が「整理整頓」や

「捨てない選択肢」について考えるきっかけとなりました。 

 

●キッズフリーマーケットの実施 

【具体施策】 
子ども達に物を大切にするもったいないの意識を学んでもらうため、子どもたち自らがフリ

ーマーケットを実施し、リユースやリサイクルを促進します。 

【取り組み内容】 

・令和3年度はベルテラスで、令和5年度及び令和6年度はコミュニティセンターでキッズフリー

マーケットを開催しました。 

 

●集団資源回収への補助金交付 

【具体施策】 
現在の補助金交付対象を拡大し、金属等についても補助金の交付を検討します。 

【取り組み内容】 
・図表２－１５にある品目について集団資源回収補助金を交付しました。また、令和5年度下半期

からは集団資源回収の品目に新たに金属を追加し、資源循環の取り組みを促進しました。 

・新聞や雑誌、ダンボールなどの紙類では、回収量が減少傾向にあります。 

・牛乳パックの回収量は横ばいで推移しています。ミックスペーパーも年度によって多少の変動

はあるものの、概ね安定して回収されており、分別意識が定着してきていると考えられます。 

・集団資源回収団体の全体数は、令和2年度から令和6年度にかけてほぼ横ばいで推移していま

す。 

 

図表２－１５ 集団資源回収実績の推移 

  集団資源回収実績（t) 
集団資源 

回収団体数   新聞 雑誌 
ダン 

ボール 

牛乳 

パック 

ﾐｯｸｽ 

ﾍﾟｰﾊﾟｰ 

古着・ 

古布 
かばん くつ 

金属 

(缶) 
合計 

R2 1,426 721 393 18 32 201 7 3 - 2,801 147  

R3 1,336 635 392 18 33 224 8 1 - 2,647 146  

R4 1,236 616 392 17 41 219 8 1 - 2,530 146  

R5 1,131 612 382 17 42 211 8 1 16 2,420 147  

R6 1,012 590 367 17 36 204 6 1 30 2,263 147  

※令和５年度の「金属（缶）」の回収実績は下半期分のみ 

※各年度の下半期の団体数を記載している 
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基本施策② 分かりやすい情報提供と環境教育の実施 
●5Rに関する情報提供 （5Rについての取り組み募集、各種の修理実施事業者の紹介ペ

ージ作成） 

【具体施策】 
市民が実施しているごみの減量への取り組みを募集し、優秀なものを表彰しホームページや

リーフレット等で紹介します。 

市のホームページ等で靴やかばん、服、家具、おもちゃ等を修理するお店を紹介します。 

【取り組み内容】 
・市民向けの啓発資料として、5Rをわかりやすくまとめたチラシを作成するほか、市のホームペ

ージやSNSを活用し、5Rの周知を図りました。 

・市のホームページ等でリユースやリペアを行う各種ボランティアグループを紹介しました。 

・これらの取り組みにより、市民の5Rへの関心や理解が深まり、ごみの減量・リユース・リサイク

ルの意識向上につながりました。 

 

 

●ごみの分別啓発（ごみガイドブックの見直し、自治会懇談会等の実施、単身者や学生等 

の転入者、高齢者等へのごみの分別・資源化の啓発） 

【具体施策】 
ごみガイドブックによるごみ分別に関する情報提供、「どこでも講座」の開催による啓発を行

います。 

【取り組み内容】 

・ごみガイドブックに最新の分別ルールを反映し、令和5年度のごみ分別ルール見直しに合わせ

て、特に金属類や家電に関する内容を中心に改定しました。 

・５Rやごみの減量につながる正しい分別などテーマに市職員が事業や制度を伝える「どこでも

講座」を自治会や学校などの団体で実施しました。 

・分別ルールの実践や地域での啓発活動を通じて、ごみの分別や資源化への意識向上につなが

りました。 

 

図表２－１６ どこでも講座の実施回数の推移 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

実施回数（回） 1 2 5 1 4 

 

●ＡＩを使ったごみの分別案内、ごみに関するポータルサイト開設 

【具体施策】 
市のホームページに分別案内、ごみ分別事典を掲載します。 

【取り組み内容】 
・令和5年度にごみ分別アプリ「さんあ～る」の運用を開始しました。 

・「さんあ～る」へのアクセス向上のため、広報誌等にQRコードを掲載し、イベント等でも周知を

実施しました。 

・ホームページの「ごみの分け方・出し方」ページを整理し、情報の検索性を向上させました。 

・生駒市公式LINEを活用し、「さんあ～る」のダウンロード案内や、ごみ分別方法を確認できる
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機能を提供することで、市民が身近に情報を得られる環境を整えました。 

・「さんあ～る」は、令和6年度までにiOSで1,840回、Androidで1,161回のダウンロードがあ

り、市民による利用促進と情報取得の活性化につながりました。 

●子ども 5R アドバイザーの養成 

【具体施策】 
小学校での出前講座により、子ども5Rアドバイザーの養成を行います。 

【取り組み内容】 
・子ども５Rアドバイザーの養成講座は、新型コロナウイルス感染症の影響により一時開催数が減

少していましたが、令和５年度からは市内12校中9校が参加し、学習を通じて子どもたちのリ

サイクル意識の向上につながりました。 

・令和5年度から講座内容を刷新し、従来のごみ収集体験学習に加え、「子ども5Rアドバイザー

学習」を導入しました。これにより、ごみ処理学習にとどまらず、5Rの考え方を理解する機会を

提供しました。 

・参加校からは「実体験を伴う学習が子どもたちの興味を引き出す」等といった評価をいただき

ました。 

 

図表２－１７ 子ども５Rアドバイザー開催校の推移 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

開催校数（校） 12 － 6 9 9 

 

基本施策③ 食品ロスの削減 
●家庭、学校や飲食店での「食べきり運動」を推奨 

【具体施策】 
食品ロス削減のために「食べきり」について、市のホームページやイベント、講座等を通じて啓

発を行います。 

【取り組み内容】 
・市ホームページやSNSを活用し、生ごみ削減の重要性を広く発信することで幅広い世代への

周知につながりました。 

・食べきりを含む「3キリ運動」を推奨するチラシを作成し、市内のイベントや「どこでも講座」など

の市民啓発活動で配布・説明を行いました。 

・市民からは「食材の使いきりや水きりを意識するきっかけになった」といった意見をいただき

ました。 

 

●フードドライブ・食品トロックの実施 

【具体施策】 
フードドライブや家庭で消費しきれない食品を物々交換する食品トロックを実施します。また、子 

ども食堂と連携を検討し、食品ロスの削減を図ります。 

【取り組み内容】 

・フードドライブについては、市（環境保全課）窓口で常時受け付けを行うほか、たけまるホール

での定期受付を実施しました。 

・令和5年度には、小学校児童の提案をきっかけに2校で計3回のフードドライブを開催したほか、
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市内全郵便局（11局）での実施により、多くの市民の参加を得るとともに、防災担当部署と連

携して防災備蓄品の有効活用にもつながりました。 

・家庭で使いきれない食品を必要とする団体等へ提供する仕組みが定着しつつあり、食品ロス

削減に取り組む意識の広がりが見られました。 

・食品トロックは、令和3年度に環境フェスティバル、令和4年度にくらしのブンカサイで実施しま

した。 

 

図表２－１８ フードドライブによる食品回収量の推移 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

回収実績（個） 783 980 965 4,894 1,904 

回収実績（kg） 280 626 705 1,983 399 

 

 

基本方針Ⅱ 環境問題全体に配慮した行動の推進 
 

基本施策④ バイオマスの資源化 
●剪定枝の資源化 

【具体施策】 
破砕機の貸し出しにより剪定枝の資源化を推進するとともに、その他の資源化の方法につい

ても検討します。 

【取り組み内容】 
・剪定枝粉砕機の貸出を通じて、市民や自治会等による剪定枝の資源化を推進しました。 

・令和6年度からは、これまで清掃センターで焼却処分していた公共事業発生分の剪定枝や刈草

を、民間の資源化施設に、バイオマスエネルギーとして再利用しました。 

・この取り組みにより、事業系持込ごみの搬入量が大幅に減少し、焼却処理量の削減や脱炭素化

に寄与しました。 

 

図表２－１９ 剪定枝粉砕機の貸出件数の推移 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

貸出件数（件） 17 14 17 10 14 

 

図表２－２０ 事業系剪定処分量の推移 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

事業系剪定処分量の推移（ｔ） 1,722 1,574 1,727 1,521 587 

 

●生ごみの資源化 

【具体施策】 
キエーロ等の活用による生ごみの資源化を推進します。個人の家庭に加えて、地域コミュニテ

ィでの協同での導入・活用も推進します。 

【取り組み内容】 
・家庭用生ごみ処理容器等の導入補助を実施し、家庭で発生する生ごみの減量を支援しました。 
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・令和4年度に補助制度を見直し、電気式処理機を補助対象から除外する一方、環境負荷の少な

い処理容器については補助を継続しました。 

 

図表２－２１ 家庭用生ごみ処理容器等の導入補助件数 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

補助件数（件） 75 98 34 33 21 

 

・生ごみ処理容器「キエーロ」（以下、キエーロという。）を販売するほか、モニター制度として小学

生や一般市民を対象に製作講座を開催し、実際に製作・使用体験を通じて生ごみの減量やたい

肥化の仕組みを学ぶ機会を提供することで、家庭での生ごみ処理機の普及と理解の促進を図

りました。 

図表２－２２ キエーロモニター台数 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

モニター台数(台) 75 55 100 104 83 

 

●学校給食残渣の資源化のさらなる検討 

【具体施策】 
学校給食で発生する食品残渣の一部をエコパーク21へ搬入し、資源化（メタン発酵及び肥料

化）を実施します。 

【取り組み内容】 
・給食残渣、牛乳（学校から回収しセンターでディスポーザー処理）、調理くず、警報等による休校

で使用しなくなった包装されていない食品、また令和６年度には新たに給食物資のサンプル品

もエコパーク21への搬入対象とし、リサイクルの範囲を拡大しました。 

 

図表２－２３ エコパーク21 生ごみ受け入れ量 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

受け入れ量(t) 407 435 438 433 412 

 

 

基本施策⑤ 安心・安全なごみ処理体制の構築 
●不法投棄対策 

【具体施策】 
不法投棄防止のため、パトロールの強化、看板の設置、監視カメラの貸出等を行います。 

【取り組み内容】 
・看板や監視カメラの設置により、地域での不法投棄防止に取り組みました。 

・不法投棄件数が多い地区を中心にナッジ理論を活用した看板を設置し、市民の意識や行動の

変化を促す取り組みを進めました。 

・これらの取り組みにより、地域での適正なごみ排出意識の向上と不法投棄の抑制につながって

います。 

図表２－２４ 不法投棄の件数と回収実績の推移 
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年度 R2 R3 R4 R5 R6 

不法投棄件数 584 680 621 538 418 

回収量（kg） 10,946 12,246 11,928 4,830 4,438 

 

図表２－２５ 監視カメラの貸し出し件数の推移 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

貸出件数（件） 16 16 18 25 27 

 

●環境にやさしいごみ袋の導入検討 

【具体施策】 
温室効果ガス削減のため、カーボンニュートラルである環境に配慮した素材を使用した指定ご

み袋の導入を検討します。 

【取り組み内容】 
・令和4年度から、バイオマス素材を10％以上配合した指定ごみ袋を導入し、石油資源の節約と

CO2排出量の削減を図りました。 

 

●焼却施設等の改修 

【具体施策】 
生駒市清掃センターの基幹的設備改良事業を実施し、省エネルギー化、施設の延命化を図り

ます。 

【取り組み内容】 
・令和４年度から６年度にかけて、生駒市清掃センターの基幹的設備改良工事を実施しました。 

・焼却炉内部の耐火物や受変電設備など老朽化が進んでいた設備を更新し、操業期間を15年間

延長しました。 

・排ガスや焼却空気の送風機、ごみを細かくする破砕機などのモーターを高効率化し、排ガス冷

却用熱交換機の改良更新を行うことで、CO₂排出量を10％以上削減しました。 

・焼却炉の改良更新により燃焼効率が向上し、排ガス中の窒素酸化物やダイオキシン類の発生を

低減しました。 

・見学者向けの設備整備として、清掃センターの外観および内部構造を3DCGで再現したメディ

アウォールや、ごみクレーンの実物大パネルを設置し、施設への理解促進を図りました。 

 

 

基本方針Ⅲ 事業系ごみの減量・資源化の強化 
 

基本施策⑥ 事業系ごみの減量に向けた取り組み 
●事業系ごみ排出・減量手法の啓発 

（事業系ごみ排出方法の明確化、業種別に取り組める減量手法の啓発、古紙類の減量・

資源化方法の検討） 

【具体施策】 
事業者へのアンケート調査、市ホームページ等での情報提供を実施します。 

『ごみ減量化・リサイクルに関する事業所アンケート調査』の結果により、古紙類のリサイクルに
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ついて実施を希望する事業者が多いことから、減量・資源化の促進を行います。 

【取り組み内容】 
・事業者に対し、事業系一般廃棄物減量化計画書の提出を求めるとともに、減量の取り組み状況

についてのアンケート調査を実施し、分別排出方法についての意見徴収を行いました。 

・市ホームページにおいて、市内の資源回収が可能な事業者を紹介するページを掲載し、廃棄物

として処理していたものを資源として再利用できるよう、事業者への情報提供を行いました。 

 

●事業系ごみガイドブック作成 

【具体施策】 
事業系ごみガイドブック作成のために『ごみ減量化・リサイクルに関する事業所アンケート調査』

を実施し、ホームページ等で情報提供を行います。 

【取り組み内容】 
・アンケート調査では、古紙類のリサイクルについて実施を希望する事業者が多いことが明らか

になりました。調査結果を踏まえ、古紙の市内の資源回収業者の情報を市ホームページで周知

し、事業者が資源として再利用できる仕組みづくりを進めました。 

・事業系の資源ごみとして回収可能な物品を、ごみガイドブックや市ホームページで周知し、事業

者への情報提供を実施しました。 

・他市の取り組み事例を参考に、事業系ごみの排出ルールやリサイクル方法などをまとめた「事

系ごみガイドブック」の素案を作成し、収集運搬業者等との意見交換を行いました。 

 

基本施策⑦ 事業系ごみの資源化の促進 
●事業所への指導・優良事業者表彰制度 

（事業所訪問によるごみの資源化啓発・ごみの分別指導、優良事業者表彰制度） 

【具体施策】 
事業所への訪問指導を行い、優良事業者表彰制度構築に向けて実態把握に向け取り組みます。 

【取り組み内容】 
・事業者に対し、事業系一般廃棄物減量化計画書の提出を求めるとともに、減量の取り組み状況

についてのアンケート調査を実施し、分別排出方法についての意見徴収を行いました（再掲）。 

・毎年、事業所を訪問し、資源ごみの分別方法やリサイクル促進に関する相談・指導を行いました。

これにより、事業者の分別意識向上や資源化率の改善につながりました。 

・優良事業者表彰制度については、まず事業者の排出状況や取り組み状況の実態把握に努めま

した。 

 

 

基本方針Ⅳ 地域コミュニティの活用 
 

基本施策⑧ 複合型コミュニティを活用したごみの減量・資源化 
●複合型コミュニティを活用した適正なごみ処理の促進 

【具体施策】 
地域コミュニティでの生ごみ処理機やキエーロ、連帯冷蔵庫等の設置、リユース市や小型家電

拠点回収の実施を提案し、おもちゃ病院やプラレール広場の開催についても情報提供を行いま
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す。 

【取り組み内容】 

・「まちのえき」や「こみすて」などの複合型コミュニティで、キエーロや連帯冷蔵庫の設置、リユー

ス市、小型家電拠点回収、その他資源ごみ回収を実施いただきました。 

・令和６年度には、これら活動団体を対象に「まちのえきネットワーク会議」を開催し、地域で実施

可能なごみ減量メニューについて説明・周知しました。令和７年度以降の事業実施に向けた基

盤を整えました。 

 

●ごみアドバイザーの養成 

【具体施策】 
ごみの分別及び資源化やフリマアプリ活用に詳しいアドバイザーを養成し、地域コミュニティ

でのごみの減量、資源化を促進します。 

【取り組み内容】 
・「どこでも講座」において、５Rやごみの減量につながる正しい分別などテーマに、令和２年度に

1回、令和3年度に2回、令和4年度に5回、令和5年度に1回、令和6年度に4回、合計13回実

施し、市民が正しい分別方法や捨て方を学べる機会を提供。受講者には修了証を交付しました。 

・受講者からは具体的な分別方法やリサイクル意識の理解が深まったとの意見をいただきまし

た。 

 

基本施策⑨ すべての市民が暮らしやすいまちづくり 
●まごころ収集の拡充 

【具体施策】 
現在実施している高齢者や障がい者等、ごみの排出困難者への戸別収集の対象を妊婦、一時

退院、退院直後の市民へ拡充します。 

【取り組み内容】 
・従来の年齢や介護等の状況に加え、自宅から集積所までの距離や地理的状況なども考慮した

チェックリストを作成し、利用希望者の多様なニーズに対応できる体制を整備しました。 

・令和５年度には、福祉部署等と連携し、「つなぐシート」を活用した重層的支援体制を構築しまし

た。これにより、まごころ収集の対象外となるケースでも、関係機関と連携して支援の可否を検

討できる仕組みを整備し、市民のごみ出し支援に柔軟に対応できる体制を整えました。 

 

図表２－２６ まごころ収集対象世帯数の推移 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

対象世帯数 176 170 168 158 209 

 

●ごみ集積所の設置基準の見直し 

【具体施策】 
家庭系ごみの有料化やプラスチック製容器包装の収集を実施したことにより、資源ごみの排

出量が多くなったことや地形、高齢化社会といった実状を考慮して、ごみ集積所の設置基準を

見直します。 

【取り組み内容】 
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・従来のごみ集積所設置基準を踏まえつつ、高齢化や一人暮らし世帯など地域の実情に応じ、相

談に基づき集積所の新設・変更・増設など柔軟に対応しました。 
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（４）総評 

基本方針Ⅰ「すべての市民が取り組みやすい5Rの実践」では、「リユース品のオークション」や

「フリマアプリ講座」「キッズフリーマーケット」「フードドライブ」などのイベント、小学校での出前授

業といった環境教育、またホームページやリーフレット、ＳＮＳによる情報発信を通じて、市民によ

る５Ｒの取り組みを促進する施策を実施しました。 

基本方針Ⅱ「環境問題全体に配慮した行動の推進」では、バイオマスプラスチックを含む指定ご

み袋の導入や、剪定枝や生ごみなどのバイオマスの資源化、生駒市清掃センターの基幹的設備改

良事業など、環境への配慮を取り入れた安定的なごみ処理を実施、不法投棄防止への対策も継続

的に行ってきました。 

基本方針Ⅲ「事業系ごみの減量・資源化の強化」では、事業系ごみの実態の把握と啓発内容検討

のため事業系一般廃棄物減量化計画書提出事業者に対しアンケートを実施し、事業者向けの各種

啓発活動を行ってきました。 

基本方針Ⅳ「地域コミュニティの活用」では、地域コミュニティでの資源の回収、誰もがごみを排

出しやすい環境づくりとして、高齢者や障がい者等ごみの排出が困難な人を対象とした「まごころ

収集」の対象者拡大といった取り組みを実施しました。 

今後は、生駒市の特徴である地域コミュニティの力を一層活用し、市民・事業者・行政が連携して

積極的にごみの減量や資源化を進め、より高い意識を持って取り組めるような施策を継続してい

く必要があります。 
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2-３ 計画改定にあたっての課題 

○５R 型ライフスタイルを促進し、家庭系ごみの減量につなげる必要があります。 

・ごみ量全体は減少傾向で、家庭系ごみ（１日当たりごみ排出量）の減量も進んでいますが、在宅

勤務の普及や物価高騰による外食減等が影響してか、想定よりも減量が進んでいません。 

・燃えるごみ中に、古紙類やプラ製容器包装、手つかず食品、堆肥化が可能な食べ残しや調理く

ずなどの生ごみ等、減量や資源化が可能なものがまだまだ含まれています。 

・また、家庭系ごみの減量に繋げるため、モノの価値をできるだけ維持しながら使い続ける不用

品のリペアやリユースをさらに進める必要がありますが、計画の中間見直しにあたり実施した

市民アンケート結果では、ごみに関する取り組みの中でも、フリーマーケットやリサイクルショッ

プの利用に関する関心度が最も低いという結果でした。 

 

図表２－２７ ごみ減量等の取り組みへの関心度（市民アンケート結果） 

（n-522） 

 

 

○地域コミュニティや活発な市民活動を活かした取組で「ごみの課題」と「まちの課題」
の同時解決が求められます。 

・5R推進やその先の「まちの魅力向上」に向け、生駒の特徴である地域コミュニティを活かした

取組を更に充実させることが求められます。 

・市民による自主的なごみ減量・資源化の取り組みの充実を図ることが求められます。 

・「５Rの推進」と「まちの魅力向上」の両立を重視し、市民・事業者による自主的なごみ減量や資

源化の取組のさらなる拡充を図る必要があります。 
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・５R型の新たな取り組みを企画する市民ワークショップでも、ごみ減量や資源循環に取り組み

ながらコミュニティを活発化させることを重視する意見が出ています。 

 

○事業系ごみの実態把握の推進、減量・資源化の促進が必要です。 

・事業系ごみは、民間資源化施設の活用による剪定枝の資源化により、本市施設に搬入されるご

み量の減量を進みました。 

・一方で剪定枝以外のごみについて減量や資源化を進める必要がありますが、事業者のごみ減

量や資源化の取り組み状況の把握が十分ではありません。 

・事業系ごみの実態把握、減量や資源化を進めることが求められます。 

・また、ごみ減量・資源化に取り組むための支援策として、「事業系ごみの減量や資源化方法がわ

かるパンフレットや簡易マニュアルの作成」が最も多く、次いで「分別した資源をリサイクルでき

る収集・処理業者の紹介」、「国や県のごみ減量や資源化のための補助制度等についての情報

提供」が求めれられており、事業者への情提提供を強める必要があります。 

 

図表２－２8 ごみ減量等の取り組みへの関心度（市民アンケート結果） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○より高度なリサイクルシステムの構築が求められます。 

・ペットボトルの水平リサイクルの取り組みを皮切りに、より高度なリサイクルシステムの構築が

求められます。 

 

○新たなごみへの対応や安定的な処理体制の確保が必要です。 

・ごみの収集運搬や処理工程などで発火し火災等の事故に繋がるリチウムイオンバッテリーへの

対応や、プラスチック資源循環促進法により資源化が求められる製品プラスチックへの対応等

が求められます。 
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第３章 ごみ処理基本計画の方針 

3-1 計画の基本理念と基本方針 

ごみの減量・資源化の取り組みは日々の生活に密着しており、地球温暖化等の環境問題にもつ

ながっています。このことから、市民、事業者、行政が SDGs やゼロカーボンシティの考え方に基

づき、環境に配慮した取り組みを続け、地域のコミュニティを活用し、持続可能な循環型社会の形

成を目指すこととし、以下のとおり基本理念を定めます。 

 

図表３－１ ごみ処理基本計画の基本理念と基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ごみ処理基本計画 

第６次生駒市総合計画 

 

 
基本方針Ⅳ 

地域コミュニティを
活用した 5R 実践と

まちの活性化 

 

基本方針Ⅲ 
事業系ごみの減量・

資源化の強化 

基本方針Ⅰ 
すべての市民が 
取り組みやすい 

5R の実践 

基本方針Ⅱ 
環境問題全体に配慮
した施設等の活用 

子育てと働き方が 
多様化している 

まち 

地域コミュニティに加えて SNS 等
での緩やかなつながりにより 

市民のアイデアが実現しているまち 

様々な人が未来の生駒で 
暮らし、活動し、交流する 
それぞれの輝く人生を 

かなえているまち 

自分らしく輝けるステージ・生駒 

将来都市像 

未来の生駒市の姿 

誰もが環境に配慮した行動を続けられるまち 
かん

取り組みの実施を通して 5R の促進だけでなく、生駒市の将来像につなげる取組を目指す 

基本理念 

基本方針 
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基本方針Ⅰ すべての市民が取り組みやすい 5R の実践 

基本方針Ⅲ 事業系ごみの減量・資源化の強化 

基本方針Ⅳ 地域コミュニティを活用した 5R 実践とまちの活性化 

基本方針Ⅱ 環境問題に配慮した施設等の活用 

3-2 基本方針の内容 

基本理念に基づき計画を推進するために、以下の 4 つの基本的な取り組み方針を定めました。 

 

 

ごみの減量には、市民一人ひとりの意識の向上と行動が重要です。このことから、まず最優先に

無駄なごみを減らす「リデュース」、まだ使えるものは繰り返し使う「リユース」、やむなく廃棄する

場合には可能な限り再生利用する「リサイクル」の 3R に、不要なものは断る「リフューズ」、修理し

て使う「リペア」を加えた 5R に取り組むことが必要です。そのため、引き続き 5R について市民に

啓発を行うとともに、市民が 5R に取り組みやすい環境づくりを目指し、「リユース」拠点の拡大や、

「リペア」をしてくれるお店の紹介等の広報・情報発信等を積極的に実施します。 

 

 

 

ごみ処理は、身近な生活環境の問題というだけではなく、ごみの焼却により地球温暖化にも大

きな影響を与えています。本市は、前計画で達成できなかったバイオマスの資源化を進めて脱炭素

社会の実現に貢献するとともに、あらゆる主体と連携したまちの美化や不法投棄対策を推進して

いきます。また、ごみ処理施設については引き続き環境に配慮し、省エネルギー化、延命化を図り

ます。 

 

 

 

事業系ごみの排出量は減少傾向であるが、更なるごみの減量・資源化の推進が必要です。また、

事業所の実態を把握し、事業者が責任を持ってごみの減量、分別排出を徹底するとともに、積極的

にごみの資源化に取り組めるように指導や情報提供を行います。 

 

 

 

本市では、「複合型コミュニティづくり」として、自治会エリア内の集会所や公園等日常的に歩い

て集える場で、地域の担い手や外部の支援者がともに地域課題や社会課題を解決することを目的

として、多様な交流や自立的なサービスが生まれる拠点づくりを進めています。コミュニティづくり

の取り組みは生駒市総合計画や生駒市 SDGs 未来都市計画にも掲げられており、今後のまちづ

くりでは大切な視点です。そこで、複合型コミュニティを活用したごみの減量・資源化を進めるとと

もに、ごみの減量の取組だけでなく、福祉や防災等の他の分野の課題解決に向けて市民や事業者

との連携を図りながら、地域の活性化につなげることを目指します。 
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3-３ 目標値 

 

 

 

以下の基本施策①～⑩を着実に推進することにより、ごみ排出量を令和元年度比で約１８％削減

します。家庭系ごみについては、一人当たりの排出量が概ね目標を達成していることから、引き続き

従来の目標値である令和元年度比約１５％の削減を目指します。また、事業系ごみについては、令和

６年度から実施している剪定枝の民間処理施設でのバイオマスエネルギーとしての有効活用により

年間約１,０００ｔの削減を図ったことにより、目標値を大幅に見直し、令和元年度比約２６％の削減を

目指します。 

 

図表３－２ 削減目標値 ※調整中 

 基準年度 

(令和元年度) 

実績 

(令和６年度) 

最終目標年度 

(令和12年度) 

削減率 

(基準年度比) 

ごみ排出量 33,780 ｔ 30,236 ｔ 27,610 t １８% 

 

家庭系ごみ排出量 24,759 t 22,884 ｔ 20,951 t 15% 

事業系ごみ排出量 9,021 t 7,352 ｔ 6,659 t ２６% 

 

3-４ 基本施策 

計画の目標達成のための４つの基本方針に基づき、以下の１０の基本施策を設定しました。 

 

図表３－３ 施策体系 

基本方針Ⅰ すべての市民が取り組みやすい5Rの実践 

 基本施策① ５Rの実践によるごみを出さない行動の促進 

 基本施策② 分かりやすい情報提供と環境教育の実施 

 基本施策③ 食品ロス・食品廃棄物の削減 

基本方針Ⅱ 環境問題に配慮した施設等の活用 

 基本施策④ バイオマスの資源化 

 基本施策⑤ 安心・安全なごみ処理体制の構築 

 基本施策⑥ リサイクルの高度化、新たなリサイクルの推進 

基本方針Ⅲ 事業系ごみの減量・資源化の強化 

 基本施策⑦ 事業系ごみの減量に向けた取り組み 

 基本施策⑧ 事業系ごみの資源化の促進 

基本方針Ⅳ 地域コミュニティを活用した５R実践とまちの活性化 

 基本施策⑨ 複合型コミュニティ（まちのえき）を活用した５Rの促進 

 基本施策⑩ すべての市民が暮らしやすいまちづくり 

  

誰もが環境に配慮した行動を続けられるまち 

ごみ排出量を１８%削減します 
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基本方針Ⅰ すべての市民が取り組みやすい５Ｒの実践 

 

ごみの減量につながる啓発をすることにより、市民による具体的なごみの減量・資源化の実践

を促します。特に市民団体等と連携し、市民にごみ減量の大切さを理解していただき、行動につ

なげるための啓発を継続的に実施します。 

 

（具体施策） 

・家庭系指定ごみ袋サイズダウンセレクト 

ごみ組成調査の結果から、燃えるごみの減量が可能な事を踏まえ、特に

４５Ｌや３０Ｌの指定ごみ袋を使っている方に、ごみを減らして一つ小さな

サイズの袋を使っていただくことを勧めます。 

・リペアの取り組みの促進  新規 

リペア活動を担う団体と連携を図るとともに、修理すれば再利用できる

という意識を広げるため、各種啓発活動を実施します。これにより、製品を

長く使うことの大切さを市民に周知し、ごみの発生抑制につなげます。 

・食器市の継続・拡大  拡充 

市内小売店やイベント等で月1回程度もったい

ない食器市を開催します。 

・リユース市の実施  拡充 

まちのえきを拠点としてリユース市を開催し、リ

ユースの推進と地域内での循環を促進するととも

に、市民交流や地域の活性化、賑わいの創出につ

なげます。 

・リユース品のオークション販売  拡充 

清掃リレーセンターで回収したリユース品をオー

クション形式で販売し、リユースを促進します。また、民間企業と連携し、より利便性の高いリユ

ース品の販売を実施します。 

・民間サービスとの連携によるリユース促進 新規 

フリマアプリなどを展開する民間事業のリユースにつながるサービスとの連携を強化し、市民

がリユースに取り組みやすくなる取組を推進します。 

・学生等向けリユースの促進  新規 

奈良先端科学技術大学院大学の学生等を対象

に、生活に必要なリユース品（食器等）を提供する

取組を進めます。 

・家庭での生ごみの資源化 

キエーロ作成講座の開催や大型のキエーロの販

売等、市民がキエーロをより活用できる環境づく

りを行い、生ごみの資源化を推進します。個人の

家庭に加えて、地域コミュニティでの協同での導

入・活用も推進します。  

基本施策① ごみを出さない行動の推進 

キエーロ作成講座 

もったいない食器市 
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・フリーマーケットの実施  拡充 

子どもから大人までが参加できるフリーマーケットを開催し、物を大切にする「もったいない」

の意識を広めます。子ども向けにはキッズフリーマーケットを実施し、学びの場としてリユースや

リサイクルの理解を深めます。また、まちのえき等でも開催することで、地域全体でリユース・リ

サイクルの推進につなげます。 

 

・集団資源回収への補助金交付  

既存団体の継続的な活動を支援するとともに、回収品目の拡充など検討します。 

 

関連する SDGs 

 

 

 

 

 

 

 

５Rの取り組み促進のために、事業者と連携した情報提供を実施する等、より分かりやすく、市

民に伝わる情報提供を充実させるとともに、これまで取り組みがやや遅れていた単身者や学生等

を対象とした情報提供を実施します。また、誰もがごみの分別や減量に関心を持ち、行動につな

がるような啓発を行います。 

さらに、小中学校での環境教育を充実し、子ども達にごみ減量や資源を大切にするもったいな

いの意識を持ってもらう取り組みを進めます。 

 

（具体施策） 

・5Rについての取り組み募集 

市民が実施しているごみの減量への取り組みを募集し、優秀なものを表彰しホームページや

リーフレット等で紹介します。 

・各種の修理実施事業者の紹介ページ作成 

市のホームページ等で靴やかばん、服、家具、おもちゃ等を修理するお店を紹介します。 

・ごみガイドブックの見直し 

・スマートフォンアプリを用いた分別案内、ごみに関するポータルサイト開設 

市のホームページに分別案内やごみ分別事典を掲載し、情報発

信の充実を図ります。また、ごみ分別促進アプリ「さんあ～る」の利

用を市民に呼びかけ、正しい分別の定着を進めます。さらに、発火・

発煙などの事故につながるリチウムイオン電池やスプレー缶、ライタ

ー等の適正排出についても、啓発を強化していきます。 

・店舗でのごみ減量や分別に関する情報提供の実施 拡充 

市民が日常的に利用する小売店や販売施設（例：スーパーやコンビニ、ホームセンターなど）と

連携し、ごみ減量やごみの分別に関する情報提供を行い、身近な場面での意識の向上を図りま

基本施策② 分かりやすい情報提供と環境教育の実施 

リチウムイオン電池 
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す。 

・自治会懇談会等の実施 

・単身者や学生等の転入者、高齢者等へのごみの分別・資源化の啓発 

・子ども 5R アドバイザーの養成 

小学校での出前講座により、子ども5Rアドバイザーの養成を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する SDGs 

 

 

 

 

 

 

  

基本施策①、②の実施による削減目標値 

・燃えるごみ中（指定ごみ袋内）の 

  古紙削減量…627ｔ（-2.5％/10 年） 

  古着等削減量…35ｔ（-0.1％/10 年） 

  プラスチック製容器包装削減量…174ｔ（-0.7％/10 年） 

（プラスチック製容器包装は、燃えるごみからは削減され、資源として増加するため、発生量としては相殺されます。） 

・啓発による燃えるごみ（上記 3 点を除く）削減量…348ｔ（-1.4％/10 年） 

・大型ごみの削減量…39ｔ（-0.2％/10 年） 

・燃えるごみ収集時の古紙類削減量…81ｔ（-0.3％/10 年） 

見直し予定 

どこでも講座 こども 5R アドバイザー学習 
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毎日の食事の中でやむを得ず廃棄するものがあり、この食べ残しや調理くず、手つかず食品等

がごみとして排出されないよう、もったいないの意識を持っていただくための取り組みを進めま

す。そのために、家庭でできる「３キリ運動（使いキリ・食べキリ・水キリ）」の実践など、身近な取組

を推進します。また、集まった食品は社会福祉協議会等を通じて、支援を必要とする方々へ届ける

ことで、地域の支え合いにもつなげます。 

 

（具体施策） 

・家庭での「３キリ運動」の促進 

食材を無駄なく使い切る「使いキリ」や、残さず食べきる「食べキリ」、調理くずの水分をしっか

り切る「水キリ」など、日常でできる工夫を紹介しながら「３キリ運動」の啓発を進めます。 

・飲食店での３キリ運動の推進 

３キリ運動を市内の飲食店から広げていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学校や各種団体との連携によるフードドライブの推進 拡充 

家庭や事業所で余っている未開封の食品を持ち寄り、必

要とする方に届ける「フードドライブ」を、市内の民間企業、

団体、学校などと連携して定期的に実施します。回収した食

品は社会福祉協議会等を通じて福祉活動に活用し、市民全

体で食品ロス削減を広げていきます。 

 

関連する SDGs 

 

 

 

 

 

 

基本施策③ 食品ロス・食品廃棄物の削減 

基本施策③の実施による削減目標値 

・啓発による食品ロス削減量…888ｔ（-3.6％/10 年） 
見直し予定 

フードドライブで集まった食材 

３キリ運動 
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基本施策⑤ 安心・安全なごみ処理体制の構築 

基本方針Ⅱ 環境問題に配慮した施設等の活用 

 

家庭から排出される燃やすごみのうち、堆肥化可能物（厨芥類や剪定枝）は合計で約33％（p9

図表2－6）を占めています。また、事業系ごみでも大きな割合を占めていることから、引き続き

バイオマスの資源化の検討を行います。 

また、学校給食残渣についても、ごみとしてではなく資源となるような取り組みを進めます。 

 

（具体施策） 

・剪定枝の資源化 

【家庭系】 

市民向けに破砕機の貸し出しを継続し、家庭で発生する剪定枝の資源化を推進します。 

【事業系】 

事業活動で発生する剪定枝については、生駒市清掃センターで焼却せず、民間の資源化施設

へ搬出することで、ごみの減量化と循環型社会の構築を図ります。こうした取り組みにより、剪

定枝はバイオマスエネルギーとして有効活用され、リサイクルの推進にもつながっています。今

後も引き続き資源化を推進し、事業系ごみの排出量削減を目指します。 

・エコパーク２１での生ごみの積極的な受入 拡充 

学校給食や、民間事業所で発生した生ごみをエコパーク２１で受け入れ、バイオガスの生成や

肥料化（たけまるコンポ）を行うなど、事業系の生ごみリサイクルを促進します。 

 

関連する SDGs 

 

 

 

 

 

 

 

環境に配慮した事業の実施や施設の見直しによって、環境保全の推進を図ります。 

 

（具体施策） 

・不法投棄対策 

不法投棄防止のため、パトロールの強化、看板

の設置、監視カメラの貸出等を行います。 

・環境にやさしいごみ袋の継続 

温室効果ガス削減のため、カーボンニュートラ

ルである環境に配慮した素材を使用した指定ごみ

袋の導入を継続します。 

  

基本施策④ バイオマスの資源化 

路上に不法投棄された大量の家財道具等
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基本施策⑥ リサイクルの高度化、新たなリサイクルの推進 

・清掃センターでの他自治体の燃えるごみの受け入れ 新規 

清掃センターの処理能力の有効活用を図るため、過去の処理実績の範囲内で、平群町や斑鳩

町からの燃えるごみ・燃える大型ごみを受け入れ、安定かつ確実な処理を行うとともに財政負

担の軽減を図ります。 

・廃食用油を活用したエネルギー循環システムの構築  新規 

廃食用油をバイオディーゼル燃料に転換し、その燃料を使用する塵芥車（ごみ収集車）で回収 

を行うことで、循環型エネルギーの利用を推進します。 

・EV 式給電式塵芥車の導入拡大  拡充 

環境負荷の低減を図るため、太陽光パネルで発電した電力を活用して走行する電気自動車

（EV）式塵芥車（ごみ収集車）の導入をさらに推進します。これにより、ごみ収集業務における脱

炭素化を進め、持続可能な社会（SDGs）への貢献を図ります。 

 

関連する SDGs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

限りある資源を有効活用し、廃棄物の削減と循環型社会の形成を進めるため、水平リサイクル

や製品プラスチックの再資源化など、リサイクルの高度化を推進します。 

 

（具体施策） 

・ペットボトル等の水平リサイクルの促進 新規 

 

 

 

 

 

 

 

・事業系紙おむつの資源化方法の促進 拡充 

高齢化社会が進むにつれ、年々増え続けている紙おむつについて、焼却施設や環境への負荷を 

減らすための資源化方法の調査や実施について検討を行います。 

・製品プラスチックの分別収集・リサイクルルートの検討 新規 

基本施策④、⑤の実施による削減目標値 

・剪定枝の資源化による削減量…127ｔ（-0.5％/10 年） 

・生ごみ堆肥化による厨芥類削減量…522ｔ（-2.1％/10 年） 
見直し予定 

水平リサイクルのイメージ図 圧縮されたペットボトル 
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基本方針Ⅲ 事業系ごみの減量・資源化の強化 

 

事業系ごみは、業種によって排出方法が異なるためガイドブック等を作成し、排出方法を明確

にするとともに、その周知徹底を図ります。 

 

（具体施策） 

・事業系ごみ排出方法の明確化 

事業者に対して、事業系一般廃棄物の排出ルールや適正処理方法を明確化し、適正な分別・排出 

  を促進します。アンケート調査により、事業系ごみの減量・資源化に関する課題や意見を把握し、そ 

  の結果をもとに情報提供を行います。また、市ホームページ等で排出方法の周知を行い、適正処 

  理の徹底を図ります。 

・事業系ごみガイドブック作成 

・業種別に取り組める減量手法の啓発 

事業者が実践しやすい減量・リサイクルの取り組みを紹介し、再資源化の意識を高めます。特に、

古紙や古布、金属等再資源化が可能な品目についての資源回収事業者の情報の啓発を進めます。 

 

関連する SDGs 

 

 

 

 

 

 

事業者は、事業に伴って発生するごみについて、自らが責任を持って処分する義務が生じます。

事業者のごみ排出状況を把握し、ごみの減量及び資源化を促進します。 

 

（具体施策） 

・事業系ごみの実態把握、展開検査の実施 

   事業所ごみの実態を把握したうえで 、分別の啓発や資源化の推進を行います。 

・事業所訪問によるごみの資源化啓発、ごみの分別指導 

事業系一般廃棄物減量化計画書を提出する事業所を中心に事業所訪問によるごみの資源化

に関する啓発、分別指導を行います。 

・優良事業者の事例紹介 

ごみの減量やリサイクルに積極的に取り組む事業者の事例を紹介し、事業系ごみの削減や資

源化の推進につなげます。 

・古紙類、その他資源物の資源化の促進 拡充 

新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、ミックスペーパー、古着・古布、かばん、くつ、金属（缶）など、

事業所から排出される多様な資源物の分別排出を促進するため事業者に対する啓発やを行い

ます。 

基本施策⑦ 事業系ごみの減量に向けた取り組み 

基本施策⑧ 事業系ごみの資源化の促進 
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関連する SDGs 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針Ⅳ 地域コミュニティを活用した５R実践とまちの活性化 

 

地域で様々な取り組みを行う複合型コミュニティ（まちのえき）において、リユース市や資源回

収などのごみに関する取組を実施し、適正なごみ処理や５Rの推進につなげることで、ごみ減量を

図るとともに、地域の活性化や賑わいの創出を図り、持続可能なまちづくりに寄与します。 

 

（具体施策） 

・複合型コミュニティ（まちのえき）を活用した５R実践の促進 拡充 

キエーロの設置やリユース市、もったいない食器市の開催等、複合型コミュニティ（まちのえき）

を通じた市民の５Rの取り組み促進につながる取り組みメニューを自治会等に提案し、地域と連

携したごみ減量や資源循環の取り組みを促進します。 

また、おもちゃ病院やプラレール広場等、各種団体が開催するイベントについても情報提供を

行います。 

 

＜複合型コミュニティでの取り組みメニュー＞ 

・リユース市の開催 ・もったいない食器市の開催 

・フードドライブの実施 ・資源ごみの回収 

・キエーロの普及促進 ・その他環境啓発事業 

※その他、アップサイクルなど楽しみながら取り組めるメニューも検討します。 

（アップサイクル：使わなくなったものや廃棄物をより価値の高いものへと作り変える等すること） 

 

【複合型コミュニティ（まちのえき）の取組例】 

 

 

 

 

 

 

基本施策⑦、⑧の実施による削減目標値 

・事業所への指導、啓発による事業系ごみ削減量…947ｔ（-10.5％/10 年） 

基本施策⑨ 複合型コミュニティ（まちのえき）を活用した５R の促進 

こみすて（資源回収） リユース市での故障品修理 
不要になったおもちゃを 
活用した遊び場づくり 

見直し予定 
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・ごみアドバイザーの養成 

ごみの分別及び資源化やフリマアプリ活用に詳しいアドバイザーを養成し、地域コミュニティ

でのごみの減量、資源化を促進します。 

 

関連する SDGs 

 

 

 

 

 

 

誰もがごみを排出しやすい環境をつくるとともに、高齢化や地域特性に応じた支援体制を充

実させます。また、福祉・防災・空き家対策などの他分野と連携しながら、ごみ減量施策を通じて

複合的な地域課題の解決と、安心して暮らせる地域環境の実現を目指します。 

 

（具体施策） 

・まごころ収集の実施 

まごころ収集について、ごみ出しが困難な方に

寄り添い、個々の状況に応じた解決策を丁寧に検

討します。例えば、高齢の単身世帯や集積所まで

の距離や坂道など地理的要因でごみ出しが難しい

方など、それぞれの事情に応じて相談に基づき柔

軟に接し、支援が必要な方へサービスが届くよう

対応します。 

・ごみ集積所設置等の要望への柔軟な対応  拡充 

ごみ集積所は、従来の設置基準などを維持しながら、高齢化の進展や周辺の地形などにより、

ごみ出しの負担が大きくなっている地域が増えています。そこで、このような地域の実情を考慮

し、市民からのご相談に基づき、ごみ集積所の設置場所の調整や新設等について柔軟に対応し

ます。 

・多様な資源ごみ回収拠点の促進 

スーパーマーケット等の店頭で資源ごみ回収を促進し、資源ごみの分別回収を進めます。 

・他課との連携による複合的な課題の解決  新規 

福祉、防災、空き家対策などの他分野と連携し、ごみ減量施策を進めるとともに、市民や事業

者と協力して複合的な地域課題の解決を図ります。 

 

関連する SDGs 

 

 

 

 

基本施策⑩ すべての市民が暮らしやすいまちづくり 

まごころ収集 収集車両 
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３-５ 実施スケジュール 

 

（現在、検討中） 

 

  



 

40 

市民ワークショップを開催しました 

市民のごみ減量や資源化に対する意見等を把握し、生駒市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画改定の

参考とするため、市民を対象としたワークショップを開催しました。 

 

ワークショップ名 生駒市のごみ みんなでできることを考えるワークショップ 

開催日 
第１回：８月３１日（土） 午前９時 15 分～12 時 15 分 

第２回：９月 ６日（土） 午前９時 30 分～12 時 00 分 

会場 生駒市役所(大会議室)  

対象・参加人数 市民参加者 17 名 

ワークショップの内容 

●ワークショップ 1 日目 

・市 環境部の取り組みについて 

・市のごみ減量・資源化の状況説明 

・市内の取り組み実践者からの取組事例紹介 

 (ひかりが丘自治会 藤堂 宏子 氏、NPO 法人関西ワンディッシュエイド協会 樽井 雅美 氏) 

・生駒市のごみ減量や資源循環を進めるうえでの日常生活の中での課題と生駒市のよ

いところを探すブレインストーミング 

●ワークショップ 2 日目 

・講演「アイデアを形にする方法」（CODE for IKOMA 佐藤 拓也 氏） 

・市民、事業者、行政が協働した新たな取り組みを企画 
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第４章 計画推進のために 

4-1 ＰＤＣＡサイクルによる計画の進行管理 

計画を円滑・着実に進めるとともに、より高次の取り組みへの展開を目指すため、Plan(計画の

策定)、Do(実行)、Check(評価)、Act(見直し)のＰＤＣＡサイクルに基づく計画の適切な進行管

理を行う必要があります。 

具体的には、本計画に基づき実施する施策内容を毎年度取りまとめる一般廃棄物処理実施計画

（以下、「実施計画」という。）の策定時に、品目別ごみ排出量、焼却処理量、基本施策の実施状況を

点検・評価することで進行管理を行います。また、その結果を基に前年度の実施計画を見直して取

り組みに反映することにより計画を推進します。 

 

図表● ＰＤＣＡサイクルによる計画の進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2 進捗状況の公表 

本計画の進捗状況に関する点検・評価の結果は、ホームページ等によって、市民に公表します。 

 

4-3 計画の見直し 

本計画は、令和８年度から令和１２年度までの５年間の計画であり、最終目標年度を迎える前年

度の令和１１年度を目処に見直しを行います。また、世の中の情勢が大きく変化するときや、新た

に国の方針が示される等されたときは必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

Plan［計画］ Do［実行］ 

Check［評価］ Act［見直し］ 

○ 施策の展開 

○ 市民や地域、事業者等との連携・協働による 

取り組み 

○ 実施計画策定時の進捗状況の確認、施策の評価 

○ ホームページ等での進捗状況の公表 

○ 施策・事業の改善、見直し 

○ 新規施策の立案 

○ 事業の内容・目標・予算の設定 


